
筑 西 市

令和７年

図面番号

ー

図　面　名

D／1

D／2

D／3

D／4

D／5

D／6

D／7

D／8

D／9

D／10

D／11

D／12

D／13

D／14

D／15

D／16

表紙・図面リスト

特記仕様書

改修リスト

配置図

平面図

断面図

立面図

平面詳細図

矩計図

建具キープラン

建具表１

建具表２

ひび割れ図１

ひび割れ図２

ひび割れ図３

K／1 仮設計画図（参考図）

川島出張所外部補修工事

表紙共 18 枚

屋根・外壁取合詳細図

サッシ詳細図
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Ⅱ 建築工事仕様

1．共通仕様

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築工事標準仕様書（建

 年版）」（以下、「標仕」という。）による。

（1）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

　　2．特記仕様

　　　・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　・ 印と　 印の付いた場合は、共に適用する。

（2）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

（5）製造所名は、五十音順とし「株式会社」等の記載は省略する。また（　）内は製品名を示す。

（6）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」の特定調達品目を示す。

（4）特記事項に記載の（別　　　）は（5.3.7）による別図「各部配筋」の当該項目を示す。

（3）特記事項に記載の（　　　　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　

※

Ｇ

　　　築工事編）（令和 

　　　工事標準仕様書（建築工事編）(令和　　年版)」による。

　　　工事共通仕様書 (令和　　年版)」による。

    ※風速（Vo＝32）

・デジタル工事写真の小黒板情報電子化について【国営整第211号】

・営繕工事写真撮影要領（令和3年改定）

・工事写真の撮り方（改訂第三版）建築編（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

4・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修　令和 

（1.3.11）

一

項
事
通
共
般

 年版）

するものとし、次の１）から５）を満たすものとする。

　（６）販売、保守等の営業体制が整えられていること

　（５）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　（４）法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　（３）安定的な供給が可能であること

　（２）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　（１）品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　・要　　　・不要

補佐し、電気工作物の保安の業務を行うものとする。

　工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を

適用基準等1

（1.3.3）4 電気保安技術者

（1.2.2）3

    ・積雪区分　建告示第1455号　別表（　　）

・

品質計画 ・建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による。

（1.1.4）2 ※適用する工事実績情報の登録

7 建築材料等

6 発生材の処理等

5 条件明示項目 （1.3.5）

の限りではない。

たすものとする。

に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこ

明となる資料又は外部機関（（社）公共建築協会　他）が発行する資料等の写しを監督職員

等品を使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。

　また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同

　なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証

JIS及びJASマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の（１）～（６）の事項を満

　本工事に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

※現場説明書による　・構外搬出適切処理

8

建築材料等

化学物質を発散する

　また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

　　　什器等は、ホルムアルデヒドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

　５）１）、３）及び４）の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の

　４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを発散しないか、発

　　　散が極めて少ないものとする。

　　　を発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

　２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極

　３）接着剤はフタル酸ジ－n－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルヘキシルを含有しない難

　　　揮発性の可塑剤を使用し、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン

　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有

　　　ドを発散しないか、発散が極めて少ないものとする。

　　　ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙は、ホルムアルデヒ

　　　めて少ないものとする。

　１）合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル

　　　　　e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用

　　　　　d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

　　　②建築基準法施行令第20条の5第4項による国土交通大臣認定品

　　　　　c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用

　　　　　b.接着剤等不使用

　　　　　a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用

　　　③下記表示のあるJAS規格品

　　　①JIS及びJASのＦ☆☆☆☆規格品

　　規制対象外

　標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。9 特別な材料の工法

　　　④旧JASのFco規格品 

　　　③旧JISのEo規格品

　　　②建築基準法施行令第20条の5第3項による国土交通大臣認定品

　　　①JIS及びJASのF☆☆☆規格品

　　第三種

　　　　　f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用

1

    ※地表面粗度区分（・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ　）

特　　記　　事　　項項　　目章

１　特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

　　　・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

※　　　・ 印と　 印の付いた場合は、共に適用する。

２　（○－○○－○）内の数字は建築工事標準詳細図の詳細番号を示す。

３　（共詳－○○）内の数字は共通詳細図の詳細番号を示す。

４　特記以外の木部は、EP-Gとする。ただし、和室まわりは塗装なしとする。

５　特記以外の鉄面、亜鉛めっき面は、EP-G塗りとする。

６　備考欄の「測定対象室（　）は、特記仕様書の「室内空気中の化学物質の濃度測定」を行う対象室を示し、（　）内数値は

　　測定箇所数を示す。

７　略号は下表による。

共通事項仕 様 書

Ⅰ 工事概要

ＩＰＰＯＮＳＵＧＩ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＆ ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ ＦＩＲＭ．

管理建築士 一級建築士 第８５２２４号  一本杉  洋

(株)一本杉建築設計事務所

1．工事場所

2．工事種目

・自動ドア施工作業

・エーエルシーパネル工事作業

技能士10

鉄筋工事

鉄骨工事

適用工事種別

仮設工事

・鉄筋組立作業

・型枠施工    ・コンクリート圧送工事作業

・コンクリートブロック工事作業   

・構造物鉄工事作業    ・とび作業

技能検定作業

・とび作業

（1.5.2）

タイル工事

木工事

石工事 ・石張り作業

・大工工事作業

・タイル張り作業

・ボード仕上げ工事作業    ・壁装作業

・プラスチック系床仕上げ工事作業　・カーペット系床仕上作業

・建築塗装作業

・ガラス工事作業

建具工事

屋根及びとい工事

金属工事

左官工事

・鋼製下地工事作業    ・内外装板金作業　

・左官作業

カーテンウォール工事

・内外装板金作業    ・スレート工事作業　

・ビル用サッシ工事作業    ・ガラス工事作業

・金属製カーテンウォール工事作業    ・ビル用サッシ施工作業

防水工事

・アクリルゴム系塗膜防水工事作業　・合成ゴム系シート防水工事作業

・アスファルト防水工事作業　・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業

・塩化ビニル系シート防水工事作業　・セメント系防水工事作業

・FRP防水工事作業

（1.5.9）

（1.7.1～3）（表1.7.1）

・造園工事作業

・建築配管作業

11 化学物質の濃度測定

完成図等12

内装工事

塗装工事

測定はパッシブ型採取機器により行う。

着工前の測定　　　※行わない　　　・行う

※作成する　　　・作成しない

　※施工図　　　　　　提出部数　※1部　　・　　部

　※施工計画書　　　　提出部数　※1部　　・　　部

植栽工事

舗装工事

排水工事

完成写真13

設備工事との取合い

設計GL15

工事写真16

　　　　※べた焼

　　　（他に外観正面1カットのみ5枚（カラーキャビネ版）提出）

・

※2　・6 ※100×125以上

・カラー

　　　　※キャビネ版

外部（　　）内部（　　）・カラー半切木製パネル

・電子データ ※200万画素以上

※300dpi以上

　　　　324×400（mm）

分類・規格 撮影箇所数 提出部数 原板の大きさ（mm）

撮影業者　※監督職員の承諾する撮影業者

100×125以上の原板を使う場合は、監督職員にあらかじめべた焼を提出し確認を受ける。

電子データは、RGB（フルカラー）、JPEG形式最高画質とし、CD-Rにて提出とする。

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

※図示　　　・設計GL＝現状GL

　　　　　（ただし､建築完成写真撮影の実績のある業者とする。）

コンクリート工事

コンクリートブロック・ALC

※2　・　

※2　・　

パネル・押出成形セメント板工事

・シーリング防水工事作業　・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業

・溶融ペイントハンドマーカー工事作業 ・加熱ペイントマジンマーカー工事作業

下記のものを発注者と監理受注者に提出する。ただし、原板は撮影業者の保管とする。 

施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、

　※保全に関する資料　提出部数　※1部　　・　 2部

測定対象室　　　　・図示　　　　　・監督員と協議の上、決定とする。

監督職員事務所1 （2.3.1）

工事用水2 （2.3.1）

工事用電力3 （2.3.1）

埋戻し及び盛土1

建設発生土の処理2 （3.2.5）

（3.2.3）（表3.2.1）

規模及び仕上げの程度は現場説明書による

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償）

種別　・A種　　　※B種　　　・C種　　　・D種

　　　・建設汚泥から再生した処理土

・構内指示の場所にたい積　　　　・構内指示の場所に敷き均し

Ｇ

※現場説明書による　　　　　　　・構外搬出適切処理(筑西市ストックヤード) 

2

3

仮
設
工
事

土
工
事

ＳＣＡＬＥ設計図

ＤＲＡＷＩＮＧ　ＮＯ．ＤＡＴＥ設計者

一級建築士 第285340号
一本杉 豊 Ｄ

一級建築士 第323459号
関口 一浩 N.S

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築面積

延床面積

（３）解体工事について図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「建築物解体

（２）改修工事について図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共建築改修

パラジクロロベンゼン の濃度測定し、報告すること。

１

略　　号

GB－NC（T）

略　　号仕上げ材等

床：標仕表6.2.4による

壁、天井：コンクリート打放し（種別）

［（　）の記載がない場合はコンクリート打ちの

ままとする］

コンクリートブロック積み

ビニル床シート

ビニル床タイル（半硬質）

ビニル床タイル（軟質）

ホモジニアスビニル床タイル

帯電防止ビニル床タイル

ビニル幅木

木製幅木

せっこうボード

不燃積層せっこうボード（化粧無し：下地張り用）

不燃積層せっこうボード

（化粧有り：トラバーチン模様）

化粧せっこうボード（木目）

シージングせっこうボード

強化せっこうボード

けい酸カルシウム板（タイプ2）

吸音用穴あき無石綿セメントけい酸カルシウム板

仕上げ材等

合成樹脂調合ペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント模様塗料塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

（屋内水系塗料塗り）

多彩模様塗料塗り

塩化ビニル樹脂エナメル塗り

アクリル樹脂エナメル塗り

フタル酸樹脂エナメル塗り

常温乾燥形ふっ素樹脂エナメル塗り

2液型ポリウレタンエナメル塗り

クリヤーラッカー塗り

ウレタン樹脂ワニス塗り

油性ステイン塗り

アクリル樹脂ワニス塗り（アクリル樹脂クリヤー塗り）

押出法ポリスチレンフォーム保温板

ロックウールガラスクロス張り

グラスウール

化粧せっこうボード（トラバーチン模様　準不燃）

表面化粧ケイカル板

SOP

EP

EP－T

EP－G

EP－G

（水系）

EP－M

VE

AE

FE

2－FUE

2－UE

CL

AC

UC

OS

PF板

RW

GW

GB-T

化粧ｹｲｶﾙ板

RC（　）

CB

VS

CT

CTS

HT

VT（E）

VB

WB

GB－R

GB－NC

GB－D

GB－S

GB－F

ｹｲｶﾙ板

DR

DR（凹凸）

DR（軒天）

ｹｲｶﾙ板（P）

DR（軒天凹凸）

ロックウール化粧吸音板（軒天井用：フラットタイプ）

ロックウール化粧吸音板（凹凸タイプ）

ロックウール化粧吸音板（フラットタイプ）

ロックウール化粧吸音板（軒天井用：凹凸タイプ）

内部仕上げ

床 （１）特記以外の下地及び詳細番号は下記による。

仕上げ種別 詳細番号

VS、CT （1－01－4：t＝－）RC

磁器質タイル （1－01－5または6）

カーペット （共詳－05）RC

たたみ （1－02－3）

天然木化粧複合フローリング （1－02－8）

RC、床用塗料、防塵用塗料 （1－01－3：t＝10）RC

モルタル、防水モルタル （1－01－1） 防水モルタル厚（※15  ・30）

（２）異なる床仕上げの取合いでくつずり、目地棒がない場合は（4－31－3）による。

幅　　　木 （１）特記以外の下地及び詳細番号は下記による。

仕上げ種別 高さ（mm）

VB ※60　・100　・300

NC（ビニール床シート巻上げ） ※60　・100　・300

※60　・100　

柱　　　壁 （１）特記以外の下地及び詳細番号は下記による。

仕上げ種別 詳細番号

ボード張り（RCまたはCB下地） （GL工法：接着材＝11～13mm）（1枚張り）

ボード張り（軽量鉄骨壁下地：一般壁） （2－22－1）（2－24－4および5：継目処理の場合）

ボード張り（軽量鉄骨壁下地：遮音壁） （2－23－1）（2－24－4および5：継目処理の場合）

陶器質タイル（RC又はCB下地） （2－01－2）

モルタル （2－02－10）

吸音材張り（RCまたはCB下地） （2－02－11）

（２）特記以外のボード類は下記による。

種　別 厚さ（mm） 備　　　　　考

GB 12.5 塗装仕上げ及び、壁紙張りの場合は継目処理（2－03－6）（2－03－10）

ただし、仕上げ等行わない場合は突き付け（2－03－9）（2－03－13）と

する。（二重張りは特記無き限り上張り t12.5、下張り t9.5とする）

ケイカル板 8 突付け（V目地）（2－03－17：下地張りはGB-S）

　　　　　　　 （2－03－12：下地張りは　・GB-S　・ケイカル板）

（３）コンクリート打放しの出隅面取りは10mm とする。（梁型とも）

（５）ボード壁とRC又はCB壁との取合いは（2－24－6：継目処理の場合　塩ビ製見切縁）とする。

（６）ボード壁とサッシ取合いは（2－24－7）とする。

（７）特記以外の押入（6－46－1）の壁はGB 厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする。

　　　（2－03－13）

（2－11－2）

（2－11－1）　　

詳細番号

※60　・100　・45　・図示

（４）下り壁（3－12－1：※塩ビ製見切縁 ・アルミ製見切縁）の仕上げは特記無き限り壁と同じとする。

　　　ただし、下地張りは無しとする。

SB（ステンレス巾木）

WB（樹種　※桧 　・ﾀﾓ集成材　・図示）

（８）陶器質タイルを、軽量鉄骨壁下地のボード面に接着張りを行う場合のボードは、上張り、下張り共にGB－Sとする。

（2－11－3）：UC仕上げ　

天　　　井 （１）軽量鉄骨天井下地は（3－21－1）（3－21－2）（3－21－3）（3－41）（3－42）とする。

（２）特記以外のボード類は下記による。

種　別 厚さ（mm）

DR ※9　　　　　・12

DR（凹凸） 　　　　　・15※12

ケイカル板 　6 （3－01－3）

GB－NC（T） 　9.5 （3－01－2）

GB－D 　12.5 下地は製造所の仕様とする

RW又はGW張り 　25

（３）特記以外の押入（6－46－1）の天井はGB厚さ12.5mm塗装なし突き付けとする。

（４）壁～天井の取合いは天井付き目地（3－11－3、4、7、8：※塩ビ製見切縁　・アルミ製見切縁）とする。

（５）DRの下張りは（・GB－NC    ・GB-R）厚さ（※9.5mm　・12.5mm）とする。

（６）GB-Tの大きさ　※910×455mm　・910×910mm

（７）塗装仕上げ及び壁紙張りの場合はGB－R厚さ12.5mm（継目処理）とする。

（８）外部のDR（軒天）の下地張りはGB－S厚さ12.5mmとする。

（3－01－4）

（3－01－4）

（3－01－12）

種　　別　※PF板打ち込み(厚さは図示、種別は特記なき限り2種b)

・

※鋼管とい（5－32－1および2）・雨といおよび掃除口

　　　　　スラブ　・土層接地スラブ下面（機械室、電気室、自家発電機室は除く）

　　　　　　　　　・図示

　　　　　　　　　　は除く）の部分（7－01－2）

施工範囲　外壁　　※内面がGB－R張り（GL工法）の床面から梁型下端まで（階段

・断熱材内部詳細

　　　　　・窓まわりなどの補修材は現場発泡断熱材とする。

　　　　　・吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材(熱伝導率λ=0.026W/m･K) t20　・GW敷き込み(24kg/m )

　　　　　　　　　　および図示の範囲（7－01－2）（ただし、屋根スラブ下面を除く）

　　　　　　　　　・図示

W：木造下地 　　PF：ポリスチレンフォーム床下地（床下地のみ）

S：軽量鉄骨下地略号

C：コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地、押出成型セメント板下地下地の区分欄の

既製品 （アルミ枠）・屋内掲示板    

既製品　　　　  ・誘導標識

　　　　　　　  ・ピクトグラフ　・階段表示板

・表示標識

※既製品（              程度）・郵便受け

※標準型（8－31－1） ・図示・タラップ

・泥だまり、排水つき（8－21－3）

・排水なし（8－21－1）　※排水つき（8－21－2）・くつふきマット

※（6－32－1）　　・図示・脱衣箱

ただし、浴槽およびバランス釜は別途とする。

（6－31－1　※防水あり　・防水なし）・浴室

・押入

・和室出入口

（6－11－2）・フード

（6－11－5）・つり戸だな

・奥行き55mm（6－11－3）　・奥行き（　　　mm）（6－11－4）・流し上部水切り

（6－11）・流し台およびコンロ台

※塗膜防水（1－31－2）・便所防水

　可動手摺　　　（既製品：取り付けは6－24－5に準ずる）　手すり
設備工事

　固定手摺（A）（6－23－1）（6－24－2、3および5）・肢体不自由者用便所

・トイレブース

・ビニル床タイル（1－21－4）　・しま鋼板SOP（1－21－3）・トラフ

※（共詳－06）　・図示・落下防止手すり

※集成材（7－12－2～4）　・図示

・ビニル製（7－12－5～7：通しのFBは38×9.0とする）

（2）RC又はCB壁に取付く建具は室外側枠納まりとする。

（1）壁当たりとなる開き戸の取付位置は壁面からの逃げ寸法を100mmとする。(但し、図示寸法優先)・扉

　及びブラインドボックス

※アルミニウム製（3－31－3）　・木製（3－32－1）　・ｽﾁｰﾙ製（3－31－1）・カーテンボックス

・階段、廊下手すり

※（6－42）　・（6－41－　　）　・図示

（6－46－1　※天袋なし　・天袋あり）　・図示

・館内案内板　　・室名札(200角ｶﾗｰｱｸﾘﾙ板 ｼﾙｸ印刷 浮かし張り(8-42-1))　・図示

※既製品(表面:ﾒﾗﾐﾝ化粧板、巾木･頭つなぎ:SUS、Rｴｯｼﾞ、戸当り兼帽子掛け付き)　・図示

指定工法･材料･留意事項等

※下表及び設計図書に「□△ 同等品」と記載ある項目について□△以外を使用する場合は、予め監督員と監理者の承諾を得ること。

その他 

・本工事に、石綿、及び、石綿を添加した材料は使用しない。

・本工事に、防耐火関連の構造方法等について大臣認定取消しを受けた材料は使用しない。

・造り付け家具に使用する材料、接着剤等は全てF☆☆☆☆とする。

・材質が「SUS」とあるものは､原則として「SUS304」とする。

・解体範囲と解体しない範囲の境は、必要に応じてｶｯﾀｰ入れやﾎﾞｰﾄﾞ切込みを行うものとする。

・内部に使用する材料は､ｼｯｸﾊｳｽ対策に係る規制対象外(F☆☆☆☆)、または､告示対象外の建材とする。

・工事範囲外、解体範囲外を破損､または汚損の際は請負者にて復旧すること。

3

川島出張所 既存用途：事務室 兼 会議室

　　　　　　　　　　　　　　Ｓ造　平屋建て（耐火種別：その他）

435.75㎡

353.50㎡

筑西市伊佐山155-26　外5筆

外部補修工事(外壁塗装、ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え等)

7

7

7

測定箇所数　　　　・図示　　　　　・計　ヶ所(　　)

川島出張所外部補修工事
R7.9

※ 川島出張所を運営しながら本工事を行うものとする。

外部（10）内部（0）

外部（10）内部（0）

※｢営繕工事電子納品要領（令和  3 年改定版）｣による。

　※完成図　　　　　　提出部数　※A3-2つ折り製本×2部､電子媒体(CD-R)×1部

外部工事

内部工事

特記仕様書



斜壁小口笠木と外壁取合い　シーリング打替え　MS-2 15×10程度改修

ラムダリペール・ラムダμストライプ20部分：水洗い工法(改修標仕4.5.4(6)高圧水)の上、塗装①

　サッシ・見切縁取合いシーリング、ガラス押えシーリングは改修対象外

サッシ廻りシーリング打替え　MS-2 15×10程度
※サッシと外壁取合い部分のシーリングのみ改修対象

部位

屋根

外壁

外巾木

アプローチ

軒天井

庇

現況

改修

現況

改修

現況

改修

現況

改修

現況

改修

現況

改修

改修記号

ー

あ

ー

ー

ー

え

現況仕上／改修内容

縦葺キ屋根: t=0.4フッ素ガルバリウム鋼板 (指定色) t=4.0発砲ポリスチレン裏貼
t=1.0改質アスファルトルーフィング、 t = 25A種2種B発砲ポリスチレン断熱材、t=40木毛セメント板下地

無し

t = 15 一部 t = 20 真空押出し成形セメント板 働き幅303 止金具 透湿防水シート (通気工法 t=10) 
(昭和電工建材: ラムダウレタンパールカラー(ラムダμ15ヨコ) 一部 ラムダリペール (ラムダμストライプ20) )

ラムダウレタンパールカラー部分：水洗い工法・塗装改修共 無し。

コンクリート打放しモルタル薄塗り補修 (フカシ20) フッ素系浸透性吸水防止剤

無し

床 (排水溝蓋共) 磁器質タイル 150角、 視覚障害者用床タイル 300角
告示板 W4,200×H1,220

無し

t = 6.0 ケイ酸カルシウム板 EP塗

無し

アルミフラット庇 (共和アルフィン AD2-S AF73同等)

軒樋

竪樋

サッシ・ドア

光庭

テラス

館銘板

大型庇

現況

改修

現況

改修

現況

改修

現況

改修

現況

改修

現況

改修

現況

改修

ー

ー

か

ー

ー

ー

t = 0.4耐酸被覆鋼板加工

無し

105φ アルミ

無し

アルミ製

床 (排水溝蓋共) 磁器質タイル 300角、 視覚障害者用床タイル 300角
目隠しスクリーン：再生木材

無し

150角 磁器質タイル

無し

ステンレスHL、 切文字、 200 × 200 8文字 (筑西市川島出張所)

無し

幕板 アルミパネル

部位 改修記号 現況仕上／改修内容

ＩＰＰＯＮＳＵＧＩ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ ＆ ＥＮＧＩＮＥＥＲＳ ＦＩＲＭ．

管理建築士 一級建築士 第８５２２４号  一本杉  洋

(株)一本杉建築設計事務所 ＳＣＡＬＥ設計図

ＤＲＡＷＩＮＧ　ＮＯ．ＤＡＴＥ設計者

一級建築士 第285340号
一本杉 豊 Ｄ

一級建築士 第323459号
関口 一浩 N.S

２
改修リスト

R7.9
川島出張所外部補修工事

　（サッシと軒天の取合いはシーリング無し）

　　※ｾﾒﾝﾄ板の端に至っていないひび割れの先端部は、ひび割れ進展防止の穴開け(直径3mm程度)を行う。

改修 い 外壁目地　シーリング打替え　MS-2_15×10程度 

う改修

　　※ひび割れ補修跡の補修塗料塗りは、改修記号 あ の範囲においては行わない。

アルミフラット庇と外壁取合い　シーリング打替え　MS-2 15×10程度（※外壁と庇が取合う四周とする）

ー

無し

・押出し成形ｾﾒﾝﾄ板面は、全面についてひび割れ補修の施工数量調査を行って報告書を作成･提出し、監督職員の承認後にひび割れ補修を行う。

【特記・備考】

・塗装①は、高耐候性塗料塗り（A-1種）とする。

・外壁とﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ、分電盤、設備配管の取合い部において既存ｼｰﾘﾝｸﾞ箇所は打替えを行う。(MS-2 15×10程度)・・・改修記号 き

　（設計数量と差が生じた際は設計変更の対象とする。）

基礎部外壁下端水切り アルミ製 既製品
斜壁小口笠木：アルミ製 加工品
パラペット天端笠木：t=0.4 フッ素ガルバリウム鋼板 ( 指定色)

お

現況

水切
笠木

・押出し成形ｾﾒﾝﾄ板面は、全面について水洗い(高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ)を行う。

・外壁開口部(ｱﾙﾐｻｯｼ、ﾄﾞｱ)のｶﾞﾗｽは引渡し前に清掃する。

外壁押出成形セメント板部分ひび割れ補修（D/14～16参照）：

　　Vｶｯﾄ､ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布､樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填､ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ掛け①、細目ﾊﾟﾃ塗り､ｻﾝﾄﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ掛け②､ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ系 補修塗料塗り


